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就学援助費申請（再案内）について 

 

２月にお知らせしました、就学援助費の申請について再度案内します。 

大阪市では、子どもたちの学習が経済的な理由で妨げられることのな

いように、就学援助制度を設けています。この制度は子どもたちの学校

教育にかかる費用について保護者の負担を軽減するためのものです。（認

定には所得の上限等一定の条件があります） 

 

制度の趣旨をよく理解いただき援助を希望される方は６月３０日（火）

までに必要書類を添えて学校まで提出してください。 

 

なお、添付書類の要らない税情報で申請される方の締

切は、５月１５日（金）ですのでご注意ください。 
※なお入学オリエンテーション日も受け付けますが、その際は必ず印鑑をご持参ください。 

 

（申請理由 12 番で申請される方で、持家でなく賃貸等にお住まいの方

は賃貸契約書写し等が必要です） 

 

なお、昨年度認定された方で、今年度も申請される方につきましても

書類の提出が必要です。 

お尋ねの点がありましたら、学校（事務室）まで連絡ください。 

 

電話 ６６１４―００２０（小学校） 

６６１４－０６００（中学校） 


